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第 1 章 主要企業の料金等の状況 
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水 道 料 金 一 覧 表

給水人口 従 量 料

（人）

R7.3.31 ｍ３ 円 円 円 円 円

千 葉 市 44,884 ○ 0 380 0 ～ 10 57 10 ～ 20 150 20 ～ 40 244 40 ～ 100 326

銚 子 市 52,888 ○ 8 930 8 ～ 20 155 20 ～ 100 195 100 ～ 300 255 300 ～ 1,000 315

松 戸 市 81,369 ○ 10 1,001 10 ～ 20 176 20 ～ 30 264 30 ～ 50 297 50 ～ 80 363

野 田 市 148,903 ○ 10 1,480 10 ～ 20 105 20 ～ 40 180 40 ～ 100 265 100 ～ 325

成 田 市 81,994

( 旧 成 田 市 の 区 域 ) 78,881 ○ 0 550.0 0 ～ 10 74.8 10 ～ 20 198 20 ～ 40 322.3 40 ～ 100 430.1

( 旧 下 総 町 の 区 域 ) 1,916 ○ 10 1,991.0 10 ～ 30 199.1 30 ～ 100 220 100 ～ 231

( 旧 大 栄 町 の 区 域 ) 1,197 ○ 0 352.0 0 ～ 198

佐 倉 市 160,250 ○ 0 557 0 ～ 10 88 10 ～ 20 138 20 ～ 30 180 30 ～ 70 230

旭 市 55,695 ○ 10 2,100 10 ～ 210

習 志 野 市 110,359 ○ 0 715 0 ～ 10 52 10 ～ 30 132 30 ～ 50 231 50 ～ 100 308

柏 市 414,047 ○ 0 460 0 ～ 10 60 10 ～ 20 100 20 ～ 30 155 30 ～ 50 210

市 原 市 41,986 ○ 0 380 0 ～ 10 57 10 ～ 20 150 20 ～ 40 244 40 ～ 100 326

流 山 市 212,527 ○ 5 1,056.0 5 ～ 10 15.4 10 ～ 20 154 20 ～ 50 220 50 ～ 341

八 千 代 市 205,175 ○ ○ 0 600 0 ～ 10 60 10 ～ 20 100 20 ～ 30 155 30 ～ 50 240

我 孫 子 市 121,728 ○ ○ 5 979 5 ～ 10 24.2 10 ～ 20 159.5 20 ～ 30 207.9 30 ～ 40 260.7

鴨 川 市 29,837 ○ 8 1,661 8 ～ 20 242 20 ～ 40 275 40 ～ 330

四 街 道 市 96,165 ○ 0 649 0 ～ 20 136.4 20 ～ 50 196.9 50 ～ 100 301.4 100 ～ 378.4

八 街 市 35,130 ○ 0 671 0 ～ 10 141 10 ～ 20 189 20 ～ 50 251 50 ～ 377

印 西 市 18,152 ○ 0 1,000 0 ～ 10 120 10 ～ 20 140 20 ～ 40 180 40 ～ 100 320

白 井 市 19,167 ○ 2か月 847.0 0 ～ 10 113.85 10 ～ 20 189.75 20 ～ 40 303.6 40 ～ 100 417.45

富 里 市 39,054 ○ 10 2,068 10 ～ 30 209 30 ～ 50 220 50 ～ 100 264 100 ～ 500 308

南 房 総 市 24,789 ○ 0 902 0 ～ 8 99 8 ～ 20 242 20 ～ 40 297 40 ～ 100 352

香 取 市 53,758

（ 旧 佐 原 市 の 区 域 ） 24,903 ○ 8 1,700 8 ～ 10 200 10 ～ 40 220 40 ～ 100 250 100 ～ 270

（旧小見川広域水道(企）の区域） 26,367 ○ 8 1,700 8 ～ 10 200 10 ～ 40 220 40 ～ 100 250 100 ～ 270

（ 旧 栗 源 町 の 区 域 ） 2,488 ○ 8 1,700 8 ～ 10 200 10 ～ 40 220 40 ～ 100 250 100 ～ 270

山 武 市 7,869 ○ 0 320 0 ～ 180

酒 々 井 町 18,885 ○ 0 770 0 ～ 10 104.5 10 ～ 20 148.5 20 ～ 30 203.5 30 ～ 50 242

神 崎 町 4,802 ○ 10 2,200 10 ～ 30 220 30 ～ 100 231 100 ～ 242

多 古 町 12,575 ○ 10 1,800 10 ～ 20 180 20 ～ 40 190 40 ～ 100 200 100 ～ 210

東 庄 町 10,860 ○ 10 2,310 10 ～ 231

鋸 南 町 6,608 ○ 8 1,724 8 ～ 20 223 20 ～ 337

三 芳 水 道 ( 企 ） 49,929 ○ 0 820 0 ～ 8 90 8 ～ 20 220 20 ～ 40 270 40 ～ 100 320

長 門 川 水 道 ( 企 ） 17,640 ○ 0 660 0 ～ 10 143 11 ～ 20 198 21 ～ 30 220 31 ～ 40 242

八 匝 水 道 ( 企 ） 37,152 ○ 10 2,060 10 ～ 206

山 武 郡 市 広 域 水 道 ( 企 ） 148,509 ○ 8 1,510 8 ～ 15 190 15 ～ 30 215 30 ～ 100 235 100 ～ 250

長生郡市広域市町村圏組合 136,487 ○ 8 1,360 8 ～ 15 175 15 ～ 30 200 30 ～ 50 250 50 ～ 280

夷隅郡市広域市町村圏組合 62,774

（ 勝 浦 市 の 区 域 ） 14,839 ○ 8 1,700 8 ～ 20 220 20 ～ 50 310 50 ～ 500 390 500 ～ 450

（ い す み 市 の 区 域 ） 34,059 ○ 10 1,700 10 ～ 190

（ 大 多 喜 町 の 区 域 ） 7,195 ○ 8 1,650 8 ～ 20 235 20 ～ 50 265 50 ～ 100 320 100 ～ 500 350

（ 御 宿 町 の 区 域 ） 6,681 ○ 10 2,100 10 ～ 210

かずさ水道広域連合企業団 316,220

（ 木 更 津 市 の 区 域 ） 136,513 ○ 2か月 1,980 0 ～ 20 104.5 20 ～ 60 225.5 60 ～ 100 286 100 ～ 300 363

（ 君 津 市 の 区 域 ） 77,712 ○ 2か月 2,277 0 ～ 20 151.8 20 ～ 40 259.6 40 ～ 60 295.9 60 ～ 100 425.7

（ 富 津 市 の 区 域 ） 37,777 ○ 2か月 3,113 0 ～ 20 93.5 20 ～ 60 298.1 60 ～ 120 423.5 120 ～ 220 498.3

（ 袖 ケ 浦 市 の 区 域 ） 64,218 ○ 2か月 1,694 0 ～ 20 143 20 ～ 40 192.5 40 ～ 60 237.6 60 ～ 100 322.3

千 葉 県 企 業 局 3,072,430 ○ 0 380 0 ～ 10 57 10 ～ 20 150 20 ～ 40 244 40 ～ 100 326

　※消費税の転嫁方法欄

　　料金表の中に消費税を含む場合（内税）  …………………………　内

　　料金表より算出した金額に消費税を加算する場合（外税）　………　外

　　その他の場合　………………………………………………………　他

超～以下 超～以下 超～以下 超～以下

第　　　４　　　段

区 分

団　　体　　名

料金体系 基本水量
基本料金
13mm基準用

途
別

口
径
別

第　　　１　　　段 第　　　２　　　段 第　　　３　　　段
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金

円 円 円 ｍｍ 円 １０ｍ
３
使用 １５ｍ

３
使用 ２０ｍ

３
使用 千円 経理条

100 ～ 500 404 500 ～ 441 1,040 1,870 2,690 H8.4.1 （R1.10.1） 100 3 外 ○

1,000 ～ 355 1,364 2,216 3,069 H8.4.1 (R1.10.1) 98 3 外 ○ ○

80 ～ 200 407 200 ～ 451 1,001 1,881 2,761 H8.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

1,628 2,205 2,783 H21.4.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

100 ～ 500 533.5 500 ～ 1,000 581.9 1,000 ～ 580.8 1,298 2,288 3,278 R7.4.1 (R1.10.1) 165 3 内 ○

1,991 2,986 3,982 R1.10.1 (R1.10.1) 132 3 内 ○

2,332 3,322 4,312 R1.10.1 (R1.10.1) 148.5 3 内 ○

70 ～ 270 1,580 2,339 3,098 R4.4.1 (R1.10.1) 150 3 外 ○

2,310 3,465 4,620 H30.10.1 (R1.10.1) 100 4 外 ○ ○

100 ～ 374 ～ ～ 1,235 1,895 2,555 R7.4.1 (R1.10.1) 110 4 内 ○ ○

50 ～ 100 280 100 ～ 370 1,166 1,716 2,266 H18.4.1 (R1.10.1) 82 4 外 ○

100 ～ 500 404 500 ～ 441 1,040 1,870 2,690 H8.6.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

1,133 1,903 2,673 H27.4.1 (R1.10.1) 132 4 内 ○

50 ～ 100 290 100 ～ 330 1,320 1,870 2,420 R1.10.1 100 3 外 ○

40 ～ 50 317.9 50 ～ 100 380.6 100 ～ 445.5 1,100 1,897 2,695 R3.12.21 (R1.10.1) 110 3 内 ○

2,145 3,355 4,565 H17.2.11 (R1.10.1) 130.9 3 内 ○

2,013 2,695 3,377 R7.4.1 110 3 内 ○

2,080 3,020 3,970 H16.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

100 ～ 500 400 500 ～ 440 2,420 3,190 3,960 H13.8.1 (R1.10.1) 200 3 外 ○

100 ～ 500 440 500 ～ 484 1,986 2,935 3,884 R2.4.1 (R1.10.1) 165 3 内 ○

500 ～ 341 2,068 3,113 4,158 H9.4.1 (R1.10.1) 165 3 内 ○

100 ～ 500 396 500 ～ 473 2,178 3,388 4,598 R6.9.1 (R1.10.1) 82.5 4 内 ○

2,310 3,520 4,730 H20.10.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

2,310 3,520 4,730 H20.10.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

2,310 3,520 4,730 H22.4.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

2,332 3,322 4,312 H10.12.14 (R1.10.1) 165 4 外 ○

50 ～ 100 275 100 ～ 500 352 500 ～ 396 1,815 2,557 3,300 H11.4.1 (R1.10.1) 123.2 3 内 ○

2,200 3,300 4,400 H21.3.1 (R1.10.1) 115.5 3 内 ○

1,980 2,970 3,960 H16.4.1 (R1.10.1) 150 3 外 ○

2,310 3,465 4,620 H19.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

13 150 2,552 3,778 5,005 H24.4.1 (R1.10.1) 130 3 外 ○

100 ～ 500 360 500 ～ 430 2,178 3,388 4,598 R6.10.1 (R1.10.1) 75 3 外 ○

41 ～ 50 253 51 ～ 100 308 101 ～ 1,000 330 2,090 3,080 4,070 H23.4.1 (R1.10.1) 128.7 4 内 ○

1,001 ～ 5,000 341

5,001 ～ 165

2,266 3,399 4,532 H12.4.1 (R1.10.1) 165 4 外 ○ ○

2,079 3,124 4,306 H12.4.1 (R1.10.1) 150 3 外 ○

1,881 2,843 3,943 H8.10.1 （R1.10.1) 158 3 外 ○

13 80 2,442 3,652 4,862 R4.4.1 (R1.10.1) 100 3 外 〇

13 70 1,947 2,992 4,037 H18.2.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

500 ～ 365 13 70 2,409 3,701 4,994 H18.5.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

13 100 2,420 3,575 4,730 H13.5.1 (R1.10.1) 100 3 外 ○

300 ～ 600 423.5 600 ～ 1,000 484 1,000 ～ 517 2,035 3,162 4,290 H31.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

100 ～ 200 463.1 200 ～ 500 509.3 500 ～ 557.7 2,656 3,954 5,252 R6.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

220 ～ 320 559.9 320 ～ 610.5 2,491 3,982 5,472 R6.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

100 ～ 300 369.6 300 ～ 500 407 500 ～ 447.7 2,277 3,239 4,202 R6.4.1 (R1.10.1) 110 3 内 ○

100 ～ 500 404 500 ～ 441 1,040 1,870 2,690 H8.4.1 （R1.10.1) 100 3 外 ○

毎
月

隔
月超～以下 超～以下 超～以下

第　　　５　　　段 第　　　６　　　段 第　　　７　　　段 (メーター使用料，消費税含む）

（令和8年1月1日現在）

（円／ｍ３） メーター
使用料

家庭用１ヶ月当たり（円） 現 行 料 金
適 用 年 月

（ 消 費税 転嫁 のみ
に よ る 料 金 改 定 ）

加　入　金
口径１３ｍｍ 消費税の

転嫁方法

料金徴収時期
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（円／ｍ3）

11ｍ３ 21ｍ３ 31ｍ３ 41ｍ３ 51ｍ３ 81ｍ３ 101ｍ３ 501ｍ３ 1，001ｍ３ 2，001ｍ３

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10ｍ３以下 20ｍ３ 30ｍ３ 40ｍ３ 50ｍ３ 80ｍ３ 100ｍ３ 500ｍ３ 1，000ｍ３ 2，000ｍ３

千 葉 市 891,726 （基本使用料）611 0
～5㎥：15
6～10㎥：
18

117 161 282 314 348 379

銚 子 市 25,412 500 0 80 143 156 210

市 川 市 397,800 925 10 147 167 289 335 383 432

船 橋 市 599,722 690 0 31 101 165 295 320 335 380

館 山 市 5,500 1,200 0 22 170 220 270 300

２ヶ月 ～300ｍ3 ～600ｍ3 225.5

880 192.5 ～1,000ｍ3 269.5

松 戸 市 451,931 1,060.40 10 140.80 178.20 308.00 ～200ｍ3 372.90

野 田 市 111,721 900 10 - 120 135 252

家事用1，300 10 150 170 190 210

業務用1，500 10 180 200 260 280

成 田 市 104,787 880 10 110 121 192.5

佐 倉 市 155,611 1,118 10 113 139 232

東 金 市 23,793 1,148 10 132 143 195

２ヶ月 ～200ｍ3

2,400 180

習 志 野 市 167,794 1,032 10 116 170 390

柏 市 397,180 543 0 46 114 136 292

市 原 市 176,938 900 0 10 129 162 226 294 ～2,500㎡　320 2,501㎥～　342

流 山 市 201,052 990 10 121 148.5 ～200ｍ3　253.8 258.5 200ｍ3～ 313.5

八 千 代 市 191,312 570 0 32 102 133 317

我 孫 子 市 111,548 990 10 124 131 151 192 358

鎌 ケ 谷 市 81,161 953 10 150 195 328 364 402 442

浦 安 市 171,625 780 10 90 102 138 150

四 街 道 市 84,567 924 0 33 132 154 231 253

２ヶ月
～300ｍ3

188.10

2,158.20
～500㎥

205.70

八 街 市 19,395 1,320 10 143 165 198

印 西 市 89,596 900 10 108 120 176 189

白 井 市 44,431 990 10 121 143 198

富 里 市 33,418 1100 10 121 143 206.8

香 取 市 21,657 1,100 10 120 220

大 網 白 里 市 24,581 1,500 0 25 155 180 200 210 240

酒 々 井 町 17,413 891 10 137.5 148.5 236.5

栄 町 16,516 1,000 10 150

（一般家庭・公益施設等）

2,000
（公共施設）

4,000
（芝山工業団地）

20㎥まで
4,000

長 生 村 5,151 1,000 10 120 140 210

２ヶ月 ～60ｍ3 ～100ｍ3 ～200ｍ3 ～600ｍ3 ～2000ｍ3

1,800 160 173 200 226 239

　※消費税の転嫁方法欄

　　料金表の中に消費税を含む場合（内税）  …………………………　内

　　料金表より算出した金額に消費税を加算する場合（外税）　………　外

　　その他の場合　………………………………………………………　他

君 津 富 津 広 域
下 水 道 組 合

58,085 20 － 160 253

【従量制】（芝山工業団地）２０㎥を超える　２００円/㎥
（一般家庭（水道水））１０㎥を超える　１００円/㎥

160 180 240

芝 山 町 1,615

【定額制】　（一般家庭（水道水以外の水））一人当たり　５００円/月　（事業所等）２００円/月　

159.5 192.5 280.5

130 140 160

160.6 191.4 235.4

150 180

220 260

138 150 203

159.5 176
501～5,000ｍ３：220

5,001ｍ３～：253

148.50

176 187 209

172.7 224.4袖 ケ 浦 市 44,755 20 － 126.5
～60ｍ3

114 126 168

176 209 275

181.5 214.5

182 246

261

248 293

234 315

183 233 351

188 208

140
200 220 240

161 178 218

旭 市 6,443 20 － 130
～60ｍ3

160

137.5 159.5 225.5

179 212 246

220 240 300

158 203 307

茂 原 市 30,583
230

140.8

210.10 201ｍ3～　486.20

165 305.8

198 239

199 242

230 275

186

木 更 津 市 77,034 0 70.4
～60ｍ3

下水道使用料一覧表（公共下水道）

区分 処理区域
内 人 口

（人）
R7.3.31

基 本 料 金
（円）

基本
水量
(m3）

超 過 料 金

団体名

184 190
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（令和8年1月1日現在）

776 1,946 R6.4.1
(Ｒ
1.10.1)

※ 外 99.8 ※　２００・２３０円の２種類

1,430 3,003 H31.1.1 (R1.10.1) 500 外 81.7

1,017 2,634 R5.4.1 (R1.10.1) 250 外 90.8

1,100 2,211 R2.7.1 300※ 外 94.5 ※　調整区域は３８０円

1,420 3,120 R7.10.1 600 外 88.7

1,060 2,468 H19.4.1 (R1.10.1) 700 内 96

990 2,310 H22.4.1 (R1.10.1) ※ 外 94.4 ※　６００・６５０・７００・９５０円の４種類

1,430 3,080 ※

1,650 3,630

880 1,980 H12.4.1 (R1.10.1) ※ 内 97.7 ※　１８２・２３０・２５５円の３種類

1,229 2,472 Ｈ29.7.1 (R1.10.1) 433 外 98.8

1,262 2,714 H22.4.1 (R1.10.1) 550 外 92.7

1,032 2,192 R1.10.1 510 内 98.1

1,003 2,143 H24.5.1 (Ｒ1.10.1) ※ 外 91.4 ※110・364・464・479・484・530・615・700円・1,050円の９種類

1,100 2,510 R7.10.1 480 外 95.1

990 2,200 H17.10.1 (R1.10.1) ※ 内 93.7 ※　６２０・６５０・１０００円の３種類

979 2,101 H27.7.1 (R1.10.1) 308 外 99.2

1,089 2,453 R4.4.1 400 外 99.1

1,048 2,698 H20.4.1 (R1.10.1) ※ 外 90.5 ※350・440・450･480・530・660・680・700円の8種類

780 1,680 Ｒ1.10.1 300 外 98.2

1,254 2,574 Ｒ5.4.1 413 内 95.4

1,320 2,750 H22.4.1 (R1.10.1) ※ 内 95.7 ※　４４０・６１０円の２種類

990 2,178 Ｈ26.4.1 (R1.10.1) ※ 外 99.5 ※　１１４～５５４円

990 2,200 H19.4.1 (H26.4.1) ※ 内 99.2 ※　５０～９００円

1,100 2,310 H18.7.1 (R1.10.1) ※ 内 96.4 ※　３０・３５０・４００・５５０・600の５種類

1,100 2,300 H20.10.1 (R1.10.1) 400 外 82.3

1,750 3,300 R4.4.1 550 外 97.4

891 2,266 H9.6.1 (R1.10.1) ※ 内 97.4 ※　２６５・２８９・３５１円の３種類

1,000 2,300 H6.4.1 (R1.10.1) ※ 外 98.5 ※　４５０・４７０円の２種類

1,100 2,420 H8.3.11 (R1.10.1) ※ 外 83.5

※公共ます１個当たり、水道メーター口径が
25mm以下の場合450,000円、30mmの場合648,000円、
40mmの場合1,152,000円、50mmの場合1,800,000円、
75mmの場合4,050,000円、100mmの場合7,200,000円、
150mm以上の場合　村長が別に定める額の7種類

91.4 ※　４６５・６４０・６６０・７０５円の４種類900 2,500 H29.9.1 (R1.10.1) ※ 外

94.4 ※　２５０，０００円／公共汚水ます１基Ｈ16.12.20 ※ 外

※ 内 97.9 ※　２６０・４５０・６９０円の３種類1,079 2,344 H23.10.1 (R1.10.1)

(R1.10.1) 800 外 75.21,200 2,500 H11.4.1

H10.4.1 (R1.10.1) 外 93.2 ※１４３．６・２０８・７４８・１３１０・１４５０・２０００円の６種類

※ 内 88.3 ※　５００・６００・７００円の３種類1,584 2,288 H19.10.1 (R1.10.1)

備                       考
10ｍ３当り
月使用料

（円）

20ｍ３当り
月使用料

（円）

現 行 料 金
適 用 年 月 日
（消費税転嫁のみ
による料金改定）

受益者
負担金
(円/㎡)

消費税の
転嫁方法

水洗化率
（％）

R7.3.31
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処理区域内人口

（人） 料 金 体 系
R7.3.31

定 額 制 １，３３０ （一般家庭）
世帯人員一人当たり ４３５
（事業所等）
処理対象人員費一人当たり ４３５

水 道 料 金 １０ｍ3まで １０ｍ３超２０ｍ3以下 １９０
累 進 制 １，６００ ２０ｍ3越３０ｍ3以下 ２２０

３０ｍ3越４０ｍ3以下 ２５０ 一　　　戸 ５００ 外
４０ｍ3越５０ｍ3以下 ２８０
５０ｍ3越 ３００

定 額 制 ２，２００ （一般家庭）
世帯一人当たり ５５０
（事業所等）
従業員一人当たり ５５０

定 額 制 １０ｍ3まで １０ｍ３超２０ｍ3以下 １１３
１，１１８ ２０ｍ3越３０ｍ3以下 １３９

３０ｍ3越５０ｍ3以下 １７９
５０ｍ3越１００m3以下 ２１２
１００ｍ3越 ２３２
※ただし世帯人員一人当たり３人
までは月８㎥、４人からは４㎥とみ
なす

従 量 制 １０ｍ3まで １０ｍ３超２０ｍ3以下 １３２
累 進 制 １，１４８ ２０ｍ3越３０ｍ3以下 １４３

３０ｍ3越５０ｍ3以下 １６１
５０ｍ3越１００m3以下 １７８
１００ｍ3越５００ｍ3以下 １９５
５００ｍ3越 ２１８

定 額 制 １，７００ （一般家庭）
世帯一人当たり ４００
（事業所等）
処理対象人員一人当たり ４００

定 額 制 １，７００ （一般家庭） （一般地区）
世帯人員一人当たり ５００ 一　　　戸 ２５０
（事業所等） （高滝ﾀﾞﾑ上流地区）
処理対象人員一人当たり ５００ 一　　　戸 １００

従 量 制 ２ヶ月 ２０ｍ３超４０ｍ3以下 １１０
累 進 制 ２０㎥まで ４０ｍ3超６０ｍ3以下 １２０

２,０００ ６０ｍ3超１００ｍ3以下 １３０
１００ｍ3超３００m3以下 １５０
３００ｍ3超５００m3以下 １７０
５００ｍ3超 １９０

従 量 制 ２ヶ月 ２０ｍ３超４０ｍ3以下 126.50 （袖ケ浦東部地区）
累 進 制 ２０㎥まで ４０ｍ3超６０ｍ3以下 148.50 一      戸 １３０

２，１５８．２０ ６０ｍ3超１００ｍ3以下 172.70 （松川地区）
１００ｍ3超３００m3以下 188.10 一      戸 ２２０
３００ｍ3超５００m3以下 205.70 （平岡地区）
５００ｍ3超 224.40 一      戸 ２４０

定 額 制 ２，０００ （一般家庭）
世帯人員一人当たり ５００
（事業所等）
処理対象人員費一人当たり ５００

従 量 制 － （畜産汚水）１０㍑ ６．７０
水 道 料 金 （一般家庭）
比 例 制 一人当たり ５００ 一　　　戸 ２５０
定 額 制 2,000 （事務所等） （大富地区）
そ の 他 １ｍ３当たり １５０ 一      戸
従 量 制 １，５００ １ｍ３超１０ｍ3以下 ２５
累 進 制 １１ｍ３超２０ｍ3以下 １５５

２１ｍ３超３０ｍ3以下 １８０ 一　　　戸 ４００ 外
３１ｍ３超４０ｍ3以下 ２００
４１ｍ３超５０ｍ3以下 ２１０
５１ｍ３超１００ｍ3以下 ２２０
１０１ｍ３超５００ｍ3以下 ２４０
５０１ｍ３超 ２６０

定 額 制 ２，０００ （一般家庭） 一　　　戸 １００
従 量 制 世帯人員一人当たり ５００

（事業所等）
汚水１㎥当たり １６０

従 量 制 １０ｍ3まで １０ｍ３超２０ｍ3以下 １５０
累 進 制 １，４００ ２０ｍ3越３０ｍ3以下 １６０

３０ｍ3越４０ｍ3以下 １７０

４０ｍ3越５０m3以下 １９０
５０ｍ3越 ２１０

定 額 制 ２，０００ （一般家庭）
一人当たり ５００
（事務所等）
従業員一人当たり ２００

水 道 料 金 ２，０００ 一人当たり ５００
比 例 制 １ｍ３当たり １５０
定 額 制
定 額 制 ２，６４０ （一般家庭）
従 量 制 一人当たり ６６０

（事務所等）
１ｍ３当たり １９８

定 額 制 ２，７５０ （一般家庭）
従 量 制 一人当たり ５５０

（事務所等）
１ｍ３当たり

定 額 制 ２，０００ （一般家庭）
従 量 制 一人当たり ５００

（事務所等）
１ｍ３当たり １５０

定 額 制 ２，２００ （一般家庭）
従 量 制 一人当たり ５５０

（事務所等）
１ｍ３当たり １３２

　※消費税の転嫁方法欄

　　料金表の中に消費税を含む場合（内税）  …………………………　内

　　料金表より算出した金額に消費税を加算する場合（外税）　………　外

　　その他の場合　………………………………………………………　他

長 南 町 2,930 一      戸 ４２０ 内 78.0

長 柄 町 726 一      戸 ３００ 外 85.8

睦 沢 町 412 一      戸 ３２５ 内 91.5

一 宮 町 2,092 一      戸 ６５０ 内 100

横 芝 光 町 486 一　　　戸 ２００ 外 100

芝 山 町 889 一　　　戸 ２５０ 外 94.6

九 十 九 里 町 2,239 一　　　戸 ３００ 外 83.9

大 網 白 里 市 1,735 86.2

多 古 町 2,321 外 63.5

山 武 市 4,664

（武野里、借毛本郷、大平地区）

外 57.3
３００

袖 ケ 浦 市 3,899 内 81.0

香 取 市 2,807
一　　　戸 １００

外 87.2

市 原 市 424 外 81.6

君 津 市 203 一      戸 １７０ 外 91.6

旭 市 1,602 一      戸 ４２０ 外 71.0

東 金 市 3,858 一　　　戸 ５００ 外 85.8

佐 倉 市 235 一　　　戸 ４１５ 外 91.9

茂 原 市 6,441 89.8

成 田 市 2,467 一　　　戸 ２００ 内 63.6

千 葉 市 6,611 一公共桝 １００ 外 81.4

下水道使用料一覧表（農業集落排水） （令和8年1月1日現在）
区 分

団体名

基 本 料 金
（円）

基 本 料 金 以 外 の 料 金
（円／月）

分 　担　 金
（千円）

消費税の
転嫁方法

水洗化率
（%）

R7.3.31
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